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国家公安委員会あての公益通報について

国家公安委員会では、４月１日の公益通報者保護法（平成１６年法律第１２２号）の施

行に伴い、国家公安委員会あての公益通報（但し、国家公安委員会が処分又は勧告等の権

限を有する対象事実に係る通報に限る ）を受け付けることになりました。。

《ご連絡先》

○ 郵便

郵送先 〒１００－８９７４

東京都千代田区霞が関２－１－２

国家公安委員会

＊氏名、連絡先の住所をご記入ください。

○ 電子メール

国家公安委員会ホームページ（ )に設けられている「ご意見・ごhttp://www.npsc.go.jp

要望」用の電子メールの受付窓口をご利用ください。

なお、他のご意見・ご要望との区別のため、公益通報として送付される場合には、文

書の冒頭に【公益通報】と書き、氏名、連絡先の住所及びメールアドレスをご記入くだ

さい。

○ 電話

０３－３５８１－０１４１（代表番号）

・午前９時３０分～午後０時００分

・午後１時００分～午後５時００分

＊開庁日に限ります。

なお、国家公安委員会・警察庁外部通報処理要綱（公益通報に係る内部規定）は次のと

おりです。

国家公安委員会・警察庁外部通報処理要綱

第１ 目的

この要綱は、公益通報者保護法（平成16年法律第122号。以下「法」とい

う ）の施行に伴い、国家公安委員会及び警察庁において、外部の労働者か。

らの法に基づく公益通報を適切に処理するため、国家公安委員会及び警察庁

が取り組むべき基本的事項を定めることにより、公益通報者の保護を図ると

ともに、事業者の法令遵守（コンプライアンス）を推進することを目的とす

る。

第２ 警察庁に係る外部通報の処理

１ 用語の定義

http://www.npsc.go.jp/goiken/index.htm
http://www.npsc.go.jp/goiken/index.htm
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、 、 、法に定めるもののほか 第２において 次の各号に掲げる用語の意義は

それぞれ当該各号に定めるところによる。

( ) 外部通報 通報対象事実 警察庁が処分又は勧告等の権限を有するも1 （

のに限る。以下第２において同じ ）に関係する事業者に雇用されてい。

る労働者（警察庁を労務提供先とする労働者を除く。以下第２において

同じ 、当該事業者を派遣先とする派遣労働者及び当該事業者の取引先。）

の労働者が、当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている

旨を警察庁に通報することをいう。

( ) 外部通報・相談窓口 外部通報を受理し、及び外部通報に関連する相2
談に応じるための窓口をいう。

( ) 主管課 通報対象事実について処分又は勧告等をする権限に係る事務3
を所掌する課（警察庁の内部部局の課（課に準ずるものを含む ）並び。

に附属機関及び地方機関の内部組織として置かれている課（課に準ずる

ものを含む ）をいう ）をいう。。 。

２ 外部通報・相談窓口の場所等

( ) 外部通報・相談窓口の場所1
長官官房総務課広報室（以下「広報室」という ）に、外部通報・相談。

窓口を置く。

( ) 外部通報・相談窓口への連絡等2
外部通報・相談窓口の事務に従事する職員以外の職員は、外部通報を

されたときは、遅滞なく、外部通報・相談窓口への連絡その他の適切な

措置をとる。

( ) 外部通報・相談窓口の受付時間3
外部通報・相談窓口の受付時間は、午前９時30分から午後０時00分ま

で及び午後１時00分から午後５時00分までとする。

( ) 秘密保持の徹底・利益相反関係の排除4
ア 外部通報の処理に従事する職員は、外部通報に関する秘密を漏らし

てはならない。

警察庁の職員は、自らが関係する外部通報の処理に関与してはならイ

ない。

３ 外部通報の処理の手順

( ) 外部通報の受理等1
ア 広報室は、労働者から受けた通報が外部通報に該当するときは、当

該外部通報の内容を主管課に連絡するとともに、当該外部通報をした

者に対し、当該外部通報を受理した旨を通知しなければならない。こ

の場合において、広報室は、当該外部通報をした者の秘密保持に配慮

しつつ、当該外部通報をした者の氏名及び連絡先並びに当該外部通報

、 、の内容となる事実を把握するとともに 当該外部通報をした者に対し
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当該外部通報をした者の秘密は保持されることを説明する。

イ 広報室は、労働者から受けた通報が外部通報に該当しないときは、

当該通報をした者に対し、当該通報を外部通報として受理しない旨又

は情報提供として受け付ける旨を遅滞なく通知しなければならない。

この場合において、広報室は、当該通報に係る通報対象事実について

処分又は勧告等をする権限を警察庁が有しないときは、当該通報をし

た者に対し、当該権限を有する行政機関を遅滞なく教示する。

( ) 調査の実施等2
ア 主管課は、外部通報をした者に対し、当該外部通報を受理してから

当該外部通報の処理を終了するまでに必要と見込まれる期間を遅滞な

く通知するよう努める。

イ 主管課は、外部通報を受理した後は、必要な調査を行う。調査の実

施に当たっては、外部通報をした者の秘密を守るため、当該外部通報

をした者が特定されないよう十分に配慮しつつ、遅滞なく、必要かつ

相当と認められる方法で行う。

ウ 主管課は、適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、

名誉、プライバシー等に配慮しつつ、外部通報をした者に対し、調査

の進捗状況について適宜通知するとともに、調査結果は可及的に速や
ちょく

かに取りまとめ、その結果を遅滞なく通知するよう努める。

エ 主管課は、調査の進捗状況及び調査結果を外部通報をした者に対し

通知したときは、その内容を広報室に連絡する。

( ) 受理後の教示3
労働者からの通報を受理した後において、警察庁ではなく他の行政機

関が当該通報に係る通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を

有することが明らかになったときは、主管課は、当該通報をした者に対

し、当該権限を有する行政機関を遅滞なく教示するとともに、法執行上

の問題がない範囲において、当該通報をした者に対し、自ら作成した当

該通報事案に係る資料を提供する。この場合において、主管課は、当該

権限を有する行政機関を教示した旨及び当該通報事案に係る資料を提供

した旨を広報室に連絡する。

( ) 調査結果に基づく措置の実施等4
ア 主管課は、調査の結果、通報対象事実があると認めるときは、速や

かに、法令に基づく措置その他適切な措置（以下「措置」という ）を。

とる。この場合において、主管課は、あらかじめ（やむを得ない場合

にあっては事後に 、当該措置の内容を広報室に連絡する。）

イ 主管課は、措置をとったときは、適切な法執行の確保及び利害関係

人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等に配慮しつつ、外部通報

をした者に対し、その内容を遅滞なく通知するよう努める。
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４ 国家公安委員会への報告

、 、広報室は 外部通報に該当する通報を受理したときは当該通報の内容を

主管課から調査結果及び措置の内容の連絡を受けたときは当該調査結果及

び当該措置の内容を、国家公安委員会に遅滞なく報告する。この場合にお

いて、主管課は、広報室に協力する。

５ その他

( ) 通報関連資料の管理1
広報室及び主管課は、外部通報の処理に係る文書を、警察庁における

文書の管理に関する訓令（平成13年警察庁訓令第８号）に基づき、適切

に管理しなければならない。

( ) 協力義務2
ア 警察庁の職員は、外部通報に関して、他の行政機関その他公の機関

、 、から調査等の協力を求められたときは 正当な理由がある場合を除き

必要な協力を行う。

イ 主管課は、通報対象事実に関し、他に処分又は勧告等をする権限を

有する行政機関がある場合においては、当該行政機関と連携して調査

を行い、又は措置をとるなど、相互に緊密に連絡し、協力する。

第３ 国家公安委員会に係る外部通報の処理

１ 用語の定義

、 、 、法に定めるもののほか 第３において 次の各号に掲げる用語の意義は

それぞれ当該各号に定めるところによる。

( ) 外部通報 通報対象事実（国家公安委員会が処分又は勧告等の権限を1
有するものに限る。以下同じ ）に関係する事業者に雇用されている労。

働者（国家公安委員会を労務提供先とする労働者を除き、警察庁の職員

を含む。以下同じ 、当該事業者を派遣先とする派遣労働者及び当該事。）

業者の取引先の労働者が、当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じよ

うとしている旨を国家公安委員会に通報することをいう。

( ) 外部通報・相談窓口 外部通報を受理し、及び外部通報に関連する相2
談に応じるための窓口をいう。

( ) 主管課 通報対象事実について処分又は勧告等をする権限に係る事務3
について補佐する事務を所掌する課（警察庁の内部部局の課（課に準ず

るものを含む ）並びに附属機関及び地方機関の内部組織として置かれ。

ている課（課に準ずるものを含む ）をいう ）をいう。。 。

２ 外部通報・相談窓口の場所等

( ) 外部通報・相談窓口の場所1
国家公安委員会会務官（以下「会務官」という ）に、外部通報・相談。

窓口を置く。

( ) 外部通報・相談窓口への連絡等2
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外部通報・相談窓口の事務に従事する職員以外の警察庁の職員は、外

部通報をされたときは、遅滞なく、外部通報・相談窓口への連絡その他

の適切な措置をとる。

( ) 外部通報・相談窓口の受付時間3
外部通報・相談窓口の受付時間は、午前９時30分から午後０時00分ま

で及び午後１時00分から午後５時00分までとする。

( ) 秘密保持の徹底・利益相反関係の排除4
ア 外部通報の処理に従事する警察庁の職員は、外部通報に関する秘密

を漏らしてはならない。

警察庁の職員は、自らが関係する外部通報の処理に関与してはならイ

ない。

３ 外部通報の処理の手順

( ) 外部通報の受理等1
ア 会務官は、労働者から受けた通報が外部通報に該当するときは、当

該外部通報の内容を主管課に連絡するとともに、当該外部通報をした

者に対し、当該外部通報を受理した旨を通知しなければならない。こ

の場合において、会務官は、当該外部通報をした者の秘密保持に配慮

しつつ、当該外部通報をした者の氏名及び連絡先並びに当該外部通報

、 、の内容となる事実を把握するとともに 当該外部通報をした者に対し

当該外部通報をした者の秘密は保持されることを説明する。

イ 会務官は、労働者から受けた通報が外部通報に該当しないときは、

当該通報をした者に対し、当該通報を外部通報として受理しない旨又

は情報提供として受け付ける旨を遅滞なく通知しなければならない。

この場合において、会務官は、当該通報に係る通報対象事実について

処分又は勧告等をする権限を国家公安委員会が有しないときは、当該

、 。通報をした者に対し 当該権限を有する行政機関を遅滞なく教示する

( ) 調査の実施等2
ア 主管課は、外部通報をした者に対し、当該外部通報を受理してから

当該外部通報の処理を終了するまでに必要と見込まれる期間を遅滞な

く通知するよう努める。

イ 主管課は、外部通報を受理した後は、必要な調査を行う。調査の実

施に当たっては、外部通報をした者の秘密を守るため、当該外部通報

をした者が特定されないよう十分に配慮しつつ、遅滞なく、必要かつ

相当と認められる方法で行う。

ウ 主管課は、適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、

名誉、プライバシー等に配慮しつつ、外部通報をした者に対し、調査

の進捗状況について適宜通知するとともに、調査結果は可及的に速や

かに取りまとめ、その結果を遅滞なく通知するよう努める。
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エ 主管課は、調査の進捗状況及び調査結果を外部通報をした者に対し

通知したときは、その内容を会務官に連絡する。

( ) 受理後の教示3
労働者からの通報を受理した後において、国家公安委員会ではなく他

の行政機関が当該通報に係る通報対象事実について処分又は勧告等をす

る権限を有することが明らかになったときは、主管課は、当該通報をし

た者に対し、当該権限を有する行政機関を遅滞なく教示するとともに、

法執行上の問題がない範囲において、当該通報をした者に対し、自ら作

成した当該通報事案に係る資料を提供する。この場合において、主管課

は、当該権限を有する行政機関を教示した旨及び当該通報事案に係る資

料を提供した旨を会務官に連絡する。

( ) 調査結果に基づく措置の実施等4
ア 主管課は、調査の結果、通報対象事実があると認めるときは、速や

かに、法令に基づく措置その他適切な措置（以下「措置」という ）を。

とる。この場合において、主管課は、あらかじめ（やむを得ない場合

にあっては事後に 、当該措置の内容を会務官に連絡する。）

イ 主管課は、措置をとったときは、適切な法執行の確保及び利害関係

人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等に配慮しつつ、外部通報

をした者に対し、その内容を遅滞なく通知するよう努める。

４ 国家公安委員会への報告

、 、会務官は 外部通報に該当する通報を受理したときは当該通報の内容を

主管課から調査結果及び措置の内容の連絡を受けたときは当該調査結果及

び当該措置の内容を、国家公安委員会に遅滞なく報告する。この場合にお

いて、主管課は、会務官に協力する。

５ その他

( ) 通報関連資料の管理1
会務官及び主管課は、外部通報の処理に係る文書を、国家公安委員会

文書管理規則（平成13年国家公安委員会規則第５号）又は警察庁におけ

る文書の管理に関する訓令（平成13年警察庁訓令第８号）に基づき、適

切に管理しなければならない。

( ) 協力義務2
ア 警察庁の職員は、外部通報に関して、他の行政機関その他公の機関

、 、から調査等の協力を求められたときは 正当な理由がある場合を除き

必要な協力を行う。

イ 主管課は、通報対象事実に関し、他に処分又は勧告等をする権限を

有する行政機関がある場合においては、当該行政機関と連携して調査

を行い、又は措置をとるなど、相互に緊密に連絡し、協力する。


